
市有財産有償貸付契約書（案） 

 

 

貸付人 佐久市（以下「甲」という。）と借受人     （以下「乙」という。）と

は、次の条項により市有財産について借地借家法（平成３年法律第９０号。以下「法」と

いう。）第３８条の規定に基づく定期建物賃借権の設定を目的とした有償貸付契約を締結

する。 

 

（信義誠実の義務） 

第１条 甲、乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。 

（貸付物件） 

第２条 貸付物件は、次のとおりとする。 

施設名称 佐久市こども・子育て支援拠点施設 

所  在 佐久市取出町４５５番地１ 

貸付箇所 １階玄関前 

貸付面積 ２．０㎡ 

種  別 自動販売機（１ 飲料 ・ ２ アイスクリーム類、氷菓類） 

台  数 １台 

（用途の指定） 

第３条 乙は、貸付物件を、「自動販売機の設置場所」の用途（以下「指定用途」とい

う。）に自らが使用しなければならない。 

２ 乙は、貸付物件を指定用途に供するに当たっては、別紙「仕様書」の内容を遵守しな

ければならない。 

（貸付期間） 

第４条 貸付期間は、令和８年６月１日から令和１１年３月３１日までとする。 

（契約更新等） 

第５条 本契約は、法第３８条の規定に基づくものであるから、法第２６条、第２８条及

び第２９条第１項並びに民法（明治２９年法律第８９号）第６０４条の規定は適用され

ないので、契約更新に係る権利は一切発生せず、前条に定める契約期間満了時において

本契約の更新（更新の請求及び建物の使用の継続によるものを含む。）は行われず、貸

付期間の延長も行われないものとする。 

２ 甲は、前条に規定する期間満了の１年前から６か月前までの期間（以下「通知期間」

という。）に乙に対し、貸付期間の満了により本契約が終了する旨を通知するものとす

る。 

３ 甲は、通知期間内に前項の通知をしなかった場合においても、通知期間経過後改めて

期間の満了により本契約が終了する旨の通知を乙にした場合、当該通知日から６か月を

経過した日をもって、本契約は終了する。 

（貸付料） 

第６条 貸付料は、次のとおりとする。 

  契約金額 金         円 

  うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金        円 

 ｢取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法（昭和６３年法律第１０８号） 

及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定により算出したもので、契約金額に 

１１０分の１０を乗じて得た額である。 



２ 税制の改正により消費税等の税率が変動した場合は、当該改正税法施行日以降におけ 

る消費税等相当額は変動後の税率により貸付料を算出するものとする。 

（電気料） 

第７条 乙は、本契約に基づき設置した自動販売機に電気の使用量を計る子メーターを設

置するものとする。 

２ 乙は、電気の使用量を子メーターにより確認し、別に定める期限までに甲へ報告しな

ければならない。 

３ 甲は、施設全体の電気料の単価に基づき乙から報告のあった使用料に係る電気料を算

出するものとする。 

（貸付料等の納入） 

第８条 乙は、前条に定める貸付料及び電気料（以下「貸付料等」という。）の年額を、

次に定めるとおり、甲の発行する納入通知書により納入しなければならない。 

年度 貸付料 電気料 納入時期 

令和８年度  実費相当額 令和９年４月末日 

令和９年度  実費相当額 令和１０年４月末日 

令和１０年度  実費相当額 令和１１年４月末日 

（延滞金） 

第９条 乙は、第８条に基づき、甲が定める納入期限までに貸付料等を納入しなかったと

きは、延滞金を甲に支払わなければならない。 

２ 前項の規定による延滞金は、遅延日数に応じ未納部分相当額（１，０００円未満の端

数金額及び１，０００円未満の金額は、切り捨てる。）に対し、年３．０パ－セントの

割合で算出した額とする。 

３ 前項の延滞金に１００円未満の端数があるとき、又は延滞金が１００円未満であると

きは、その端数金額又はその延滞金は徴収しないものとする。 

（充当の順序） 

第１０条 乙が貸付料等及び延滞金を納入すべき場合において、乙が納入した金額が貸付

料等及び延滞金の合計額に満たないときは、延滞金から充当する。 

（契約保証金） 

第１１条 乙は、本契約締結と同時に、契約保証金として契約金額の１００分の１０以上

を支払わなければならない。ただし、佐久市財務規則第１２４条第３項第３号の規定に

よりその納付額は全額免除とする。 

２ 乙は、この契約を履行しなかったときは、契約保証金に相当する金額を違約金として

納付しなければならない。 

（かし担保） 

第１２条 乙は、この契約締結後、民法以外の法律に特別の定めがあるものを除くほか、

貸付物件に数量の不足その他の隠れたかしを発見しても、貸付料の減免及び損害賠償等

の請求をすることができない。 

（維持管理義務） 

第１３条 乙は、貸付物件を善良な管理者の注意をもって維持管理に努めなければならな

い。 

２ 乙は、貸付物件の全部又は一部が滅失又は毀損した場合は、直ちにその状況を報告し

なければならない。 

（維持補修） 

第１４条 甲は、貸付物件の維持補修の責を負わない。  

２ 貸付物件の維持補修その他の行為をするために支出する経費は、全て乙の負担とす

る。 



（権利譲渡等の禁止） 

第１５条 乙は、貸付物件を第三者に転貸し、又はこの契約によって生じる権利等を譲渡

し、若しくはその権利等を担保にすることができない。 

（実地調査等） 

第１６条 甲は、必要に応じて、貸付物件の使用状況等について、乙に対し報告又は資料

の提出を求めることができる。 

２ 甲は、乙が提出した報告書に疑義のあるときは、自ら調査し、乙に対し詳細な報告を

求め又は是正のために必要な措置を講ずることができるものとする。 

３ 乙は、正当な理由がなく報告の提出を怠たり、実地調査を拒み、妨げてはならない。 

（契約の解除） 

第１７条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができ

る。 

（１）乙が、この契約に定める義務を履行しないとき。 

（２）国、地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため貸付物   

件を必要とするとき。 

（３）手形・小切手が不渡りになったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき。 

（４）差押・仮差押・仮処分、競売・保全処分・滞納処分等の強制執行の申立てを受けた  

とき。 

（５）破産、特別清算、民事再生、会社更生等の申立てを受け、若しくは申立てをしたと  

き。 

（６）甲の信用を著しく失墜させる行為をしたとき。 

（７）乙の信用が著しく失墜したと甲が認めたとき。 

（８）主務官庁から営業禁止又は営業停止処分を受け、自ら廃止、解散等の決議をし、又  

は事実上営業を停止したとき。 

（９）資産、信用、組織、営業目的その他事業に重大な変動を生じ、又は合併を行うこと  

等により、甲が契約を継続しがたい事態になったと認めたとき。 

（10）貸付物件及び貸付物件が所在する庁舎等の行政財産としての用途又は目的を乙が妨  

げると認めたとき。 

（11）前各号に準ずる事由により、甲が契約を継続しがたいと認めたとき。 

（談合その他不正行為に係る解除） 

第１８条 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を

解除することができるものとし、このため乙に損害が生じても、甲は、その責を負わな

いものとする。 

（１）公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確  

保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第７条第  

１項若しくは第２項（第８条の２第２項及び第２０条第２項において準用する場合を  

含む。）、第８条の２第１項若しくは第３項、第１７条の２又は第２０条第１項の規  

定による命令（以下｢排除措置命令｣という。）を行い、当該排除措置命令が確定した  

とき。 

（２）公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第７条の２第１項（同  

条第２項及び第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課  

徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 

（３）乙が、独占禁止法第７７条の規定により排除措置命令又は課徴金納付命令の取消し  

の訴えを提起し、当該訴えが却下され又は棄却されたとき。 

（４）乙（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法（明治４０年法律第４ 

  ５号）第９６条の３又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号   

に規定する刑が確定したとき。 

（５）乙（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法第１９８条の規定によ  



る刑が確定したとき。 

２ 乙が共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が

同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。 

（暴力団等排除に係る解除） 

第１９条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することが

できる。 

（１）法人等（法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。）の役員等（法人にあって  

は非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人  

の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又  

は営業所を代表する者をいう。以下同じ。）に暴力団員による不当な行為の防止等に  

関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴対法」という。）第２条第６号に規定  

する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は暴力団員ではないが暴対法第２条第  

２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）と関係を持ちながら、その組織の  

威力を背景として暴力的不法行為等を行う者（以下「暴力団関係者」という。）がい  

ると認められるとき。 

（２）暴力団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）がその法人等の経営又  

は運営に実質的に関与していると認められるとき。 

（３）法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が  

経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められ  

るとき。 

（４）法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若  

しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与  

するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 

（５）法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関  

係を有していると認められるとき。 

（６）法人等の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知  

りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。  

（原状回復） 

第２０条 乙は、第４条に規定する貸付期間が満了したとき、又は前三条の規定により契

約が解除されたときは、甲の指定する日までに貸付物件を原状に回復して甲に返還しな

ければならない。ただし、甲が原状に回復する必要がないと認めるときは、この限りで

ない。 

（貸付料の返還）  

第２１条 甲は、第１７条第２号の規定により、この契約を解除したときは、既納の貸付

料のうち、乙が貸付物件を甲に返還した日以降の未経過期間の貸付料を日割計算により

返還する。 

（損害賠償等） 

第２２条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときはその

損害を賠償しなければならない。 

（有益費の請求権の放棄） 

第２３条 乙は、第４条に規定する貸付期間が満了したとき、又は第１７条から第１９条

までの規定により契約が解除されたときにおいて、貸付物件に投じた有益費、必要費及

びその他の費用があってもこれを甲に請求することができない。 

（契約の費用）  

第２４条 この契約の締結及び履行に関して必要な費用は、全て乙の負担とする。 

（疑義等の決定） 

第２５条 この契約に関して疑義が生じたとき、又はこの契約に定めのない事項について

は甲、乙協議の上、これを定めるものとする。 



（裁判管轄） 

第２６条 この契約に関する訴の管轄は、佐久市役所所在地を管轄区域とする長野地方裁

判所佐久支部とする。 

 

 

この契約を証するため、本書２通を作成し、甲、乙それぞれ１通を保管する。 

 

 

令和８年  月  日 

 

 

甲  長野県佐久市中込３０５６番地 

 

佐 久 市 

 

佐久市長 栁 田 清 二   印 

 

 

乙 

 

 

 

 

                 印 



仕 様 書 
 

１ 機器設置の条件 

（１）省電力やノンフロン対応など環境に十分配慮したものであること。  

（２）硬貨及び１，０００円紙幣が使用できること。  

（３）商品購入時に過大な音や音声を発しないこと（音声ガイド可）。 

※その他、以下の機能を搭載した自動販売機が望ましい。   

（１）キャッシュレス決済に対応しているものであること。 

（２）ユニバーサルデザインを採用しているものであること。 

（３）災害発生等の緊急時に自動販売機内の在庫商品を設置業者の負担により無償で提   

供できる機能を有していること。 

 

２ 販売品目の条件  

 （１）飲料：販売品目は清涼飲料水、牛乳等の飲料とし、酒類・たばこの販売を行わない

こと。また、缶又はペットボトルなどの密閉式の容器とすること。 

    アイスクリーム等：販売品目はアイスクリーム類、氷菓等とし、清涼飲料水、牛乳

等の飲料、酒類・たばこの販売を行わないこと。また、密閉式の容器とすること。 

なお、商品の具体的な構成については、甲との協議によること。 

（２）販売価格は標準販売価格以下とし、かつ、近隣に設置されている他の自動販売機の  

販売価格と均衡のとれた価格とすること。 

 

３ 維持管理責任  

（１）商品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理を適切に行うこと。また、商品の賞 

味期限に十分注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行うこと。 

（２）自動販売機に併設して、販売する商品の容器の種類に応じた使用済み容器の回収ボ 

ックスを必要数設置し、適切に回収・リサイクル・周辺の清掃を行うこと。 

（３）販売品の搬入・廃棄物の搬出時間及び経路については、甲の指示に従うこと。 

（４）関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場 

合は遅滞なく手続き等を行うこと。 

（５）自動販売機の設置にあたっては、据付面を十分に確認したうえで安全に設置するこ 

と。また、設置後は定期的に安全面に問題ないか確認すること。 

（６）自動販売機の故障、問合せ及び苦情については、連絡先を明記し、乙の責任におい  

て対応すること。 

 

４ 公表を目的とする売上状況等の報告 

本件賃貸借に係る自動販売機の売上状況及び使用電気量を、下記のとおり集計し、 

期限までに報告すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



年  月 販売個数 売上金額 電気使用量 報告期限 

    年４月        

7月末     年５月        

    年６月        

    年７月       

１０月末     年８月       

    年９月       

   年 10月       

１月末    年 11月       

   年 12月    

    年１月    

４月末     年２月    

    年３月    

 

 

５ その他 

  自動販売機設置前に、設置しようとする機器（回収ボックスを含む。）のカタログ及

び配置図を提出すること。 


